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特集「環境対応技術」

1. ま　え　が　き
ここ数年，環境・品質リスクにおける法制度が強化され，
たとえば「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処
理法）では，事業活動によって生じた産業廃棄物の処理に
ついて厳しい管理責任が求められている。とくに，建築工
事における排出者責任は原則として元請業者となり，適
正処理の仕組み作りが必要である。また製造業において
も，EUで取り決められた環境政策に準拠することに加え
て，「改正消費生活用製品安全法」で製品の経年劣化によ
る事故防止の制度化が図られるなど，環境と品質の問題に
対する取組みの重要性はますます高まっている。
さらに，地球温暖化は深刻な問題であり，わが国も京都
議定書で定められた温室効果ガス削減目標達成の取組みを
進めている。具体的には，2010年 4月に改正施行された
「エネルギー使用の合理化に関する法律」や「地球温暖化
対策の推進に関する法律」，排出量を取引する国内統合市
場の試行的実施や国内クレジット制度などの法律や制度が
ある。今後は大企業だけでなく，すべての企業が省エネル
ギー対策と CO2削減への対応を迫られることになる。
照明器具についてみると，1990年代のバブル期に導入
したものが老朽化しており，その更新が必要となっている。

しかし今日の低迷する経済状況下において，設備投資の資
金不足（37 ％）や省エネルギー機器に関する情報不足（30 

％）などを訴える企業も少なくなく，更新の障害となって
いる（図 1）。

そこで筆者らは，照明器具のリニューアルで環境対応や
電気代の削減を考えている顧客に対し，初期投資を必要と
せず月々のサービス料金を支払うことで高効率照明設備に
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図1　中小企業の省エネルギー機器導入の問題
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入換えができるサービス事業「あかり Eサポート」を三井
住友ファイナンス&リース株式会社（以下，SMFLと記
す）および複数の関係会社と提携・連携して構築した（図
2）。
これにより LED照明などの高効率の照明器具の導入が
促進される。
そのスキームと内容について，以下に述べる。

2. 「あかりEサポート」の概要
「あかり Eサポート」は四つのサービスから構成されて
いる。契約期間は顧客の使用状況から算出し，7年もしく
は照明器具の寿命 4万時間のどちらか短いほうとする。対
象製品は当社照明器具全般で，対象件名は物件価格 500万
円以上とする。なお物件価格には，照明器具代金，工事代金，
廃棄物処理代金，諸経費等が含まれる。

2.1 構　成
四つのサービスは以下のとおりであり，これらを一つに
まとめることにより，明かりの機能提供型エコロジーサー

ビスを実現している。
（1）長期貸出サービス
  照明器具を貸し出し，明かりという機能を提供する。
（2）長期修理サービス「長期安心修理サービス（あかり）」
  対象となる照明器具の不具合を追加費用なしで修理す
ることで，製品の性能保証を行う。

（3）CO2削減認証サービス
  照明器具リニューアル提案時の CO2削減予測算出方
法を認証し，その CO2削減量の不足分は補償を行う。

（4）照明器具リサイクルサービス
  使用済み照明器具の再資源化を促進し，排出者（使用
者）責任の軽減と CSR向上の支援を行う。

2.2 事業スキーム
「あかり Eサポート」は，提携する各企業がそれぞれの
強みを活かしてリスクを分散しながら役務を提供すること
で可能となる仕組みである。図 3にそのスキームを示す。
（1）顧客との契約は，SMFLが窓口となり行う。前述の四
つのサービスの対価として，顧客は月々の料金を支払う。

（2）長期修理サービスは，パナソニック電工テクノサービ
ス株式会社（以下，電工テクノサービスと記す）が行う。

（3）CO2削減認証サービスは，後述の国内クレジット制度
認証委員会登録審査機関（以下，審査機関と記す）が行う。

（4）照明器具リサイクルサービスは，後述のリサイクル管
理会社が行う。

本サービスでは，顧客に対して当社がリニューアル提案
を行い，SMFLが契約する。またリニューアル工事は，納
入代理店（販売代理店）または電気工事会社が，顧客と工
事請負契約を締結する。従来の売切り販売であれば顧客と
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図2　課題と解決策の概要
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の間で工事請負契約と売買契約を締結するが，本サービス
では，売買契約だけは SMFLが締結する。納入代理店も
しくは電気工事会社には，その費用が SMFLから一括し
て支払われるため，顧客の債権管理から開放されるという
メリットが生じる（図 4）。

導入後は，当社が関連会社である電工テクノサービスを
介して契約期間中の製品修理を行い，照明器具の性能保証
を行う（図 5）。

CO2削減認証については，当社のリニューアル提案書の
CO2削減予測算出方法を審査機関の認証を得て，顧客に提
示する。審査機関は SMFLを通じて CO2の削減予測算出
量の確認・検証を行い，実際の CO2削減量に不足があった
場合はその補償を行う（図 6）。
照明器具リサイクルについては，照明器具のリニューア
ル工事を行う電気工事会社に当社が業務提携するリサイク
ル管理会社を紹介し，法的に必要な収集運搬委託契約や産
業廃棄物処理委託契約などを締結 1）したうえで資源循環の
仕組みに乗せる（図 7）。

以上のスキームにより，顧客にとっては，電気工事会社
の工事責任を明確にすることができる 2）だけでなく，長期
修理サービスの対象になる製品本体の不具合と工事に起因
する不具合の責任分担を区別することが可能となる。
このように当社が，一連のサービスにかかわる複数の提
携会社の中心となって業務を管理・統括する役割を担うこ
とで，それぞれのサービスでの円滑な対応が可能となって
いる。
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図4　長期貸出サービスの流れ
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3. サービス内容
3.1 長期貸出サービス
契約により貸与する照明器具は SMFLが所有権をもち
固定資産税を負担する。
また，契約期間に中途解約可能期間を設け，サービス開
始から 2年間は解約金を優遇して顧客の解約時の費用負担
を軽減する。これは，契約期間中は解約できないファイナ
ンスリース契約と明確に異なるサービス契約である 3）。

3.2 長期修理サービス
電工テクノサービスの社内に専用のコールセンタを設け，
契約期間中に対象の照明器具に故障などの不具合が発生し
た場合，依頼に応じて修理する。サービス対象は照明器具
本体の不具合に限定し，消耗品であるランプや誘導灯・非
常灯の蓄電池などは対象外とすることで，ビルディングの
メンテナンス会社との役割を明確にする。

3.3 CO2削減認証サービス
通常，照明器具のリニューアル提案の際には，提案書を
作成して顧客に提示する。これには，照明器具更新前後の
電力量と CO2排出量，および電力削減と CO2排出削減の
予測量を記載する。このとき使用する CO2排出削減予測
量の算出方法を図 8に示す。
実際の物件における CO2排出削減予測量の算出結果を
図 9に示す。
これらの算出方法と結果については第三者機関である株
式会社日本スマートエナジー（以下，JSEと記す）の確認・
認証を受ける。
契約に際し，顧客には JSEから契約対象物件における

CO2排出削減見込量の算定結果を記載した CO2削減認証
サービスの内容書が発行される。顧客は契約期間中その内
容に懸念がある場合には検証依頼ができる。検証は JSEの
責任で行い，必要に応じてモニタリングを実施する。検証
の結果その算定に不備が確認された場合は，JSEが国内ク
レジット等を入手し，顧客に発行することで補償する。

3.4 照明器具リサイクルサービス
これは，契約期間満了時に排出される使用済みの照明器
具とランプの処理方法として資源循環の仕組みを提供する
ものである。また，リニューアル時に取り外される照明器
具もオプションとして本資源循環の仕組みを利用すること
ができる。
サービス提供に際しては，電気工事会社にリサイクル管
理会社であるオリックス環境株式会社と株式会社リサイク
ルワンの 2社を紹介し，法的に必要な契約の締結とマニ
フェスト発行や管理を指導して使用済み製品の資源循環処
理を行う。

・RBLは瞬時測定によって決定するが，測定していない場合は
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図8　CO2排出削減予測量の算出方法

提案内容

計算方法

（1）既設（ベースライン）エネルギー使用量
0.085（kW）× 4200（h／年）＝ 357（kWh／年）
357（kWh／年）× 106（照明器具台数）＝ 37842（kWh／年）

※試算条件：
年間点灯時間・・・4200時間，
照明器具における CO2 排出原単位・・・0.00039（t･CO2／kWh）

（2）既設（ベースライン）排出量
37842（kWh／年）× 0.00039（tCO2／kWh）
＝ 14.758（tCO2／kWh）

（5）排出削減量
14.758（tCO2／kWh）－ 8.049（tCO2／kWh）
＝ 6.709（tCO2／kWh）

（3）リニューアル実施後エネルギー使用量
0.054（kW）× 4200（h／年）＝ 226.8（kWh／年）
226.8（kWh／年）× 91（照明器具台数）

（4）リニューアル実施後排出量
20638.8（kWh／年）× 0.00039（tCO2／kWh）
＝ 8.049（tCO2／kWh）

＝ 20638.8（kWh／年）

5491「Wエコ埋込型XF619C－WF9」リニュー
アル案

85106FLR40×2灯用既設

消費電力
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カタログ値
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図9　CO2排出削減予測量の算出結果
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3.4.1 試行実験
リサイクルの対象となる照明器具を分解した写真を図

10に示す。この照明器具は，反射板が一体の本体部分，
ソケット，安定器，端子台，およびリード線から成る。近
年の照明器具は電子回路基板モジュールからなる電子安定
器（インバータバラスト）式のものが主流であるが，リ
ニューアル時に取り外される照明器具は銅鉄素材のコイル
を使用した蛍光灯用磁気回路式安定器（以下，銅鉄安定器
と記す）のものが多い。銅鉄安定器の分解物は，鉄，銅線，
珪素鋼板，ダスト（多くは充填樹脂）に分別される。

製品のリサイクル率を高めるためには，通常は手解体が
採用されている。
筆者らはその効果を確認するため，大型破砕機で粉砕す
る機械解体方式と，小型破砕機を併用した手解体を主とす
る手解体方式との違いを評価する。その結果を図 12およ
び表 1に示す。

この結果から，手解体方式は機械解体方式に比べて，か
なりダスト量を低く抑えることができ，マテリアルリサイ
クル率が高くなることがわかる。
しかし，手解体は処理費用が高くなることが懸念される。
そこで，手解体と機械処理を効果的に組み合わせることで
コストを下げることができないか検討する。
手解体に要する作業時間（処理コストに比例）と分別さ
れた素材の価値を評価することにより，リサイクル率と処
理コストとの関係を把握する。
処理コストは，解体コスト（素材に分別するのに掛かる
コスト）と分別された素材の売却コストとダストのように
最終処分に掛かる費用で計算できる（式（1））。
また解体コストは，手解体の延べ作業時間と人件費単価
および機械作動時間と機械使用単価で計算することができ
る（式（2））。

処理コスト＝解体コスト＋最終処分費用
　　　　　　－分別素材売却価格                                （1）

解体コスト＝手解体作業時間×単位時間当りの人件費
　　＋機械作業時間×単位時間当りの工程費              （2）

図 13に実験結果から得られた手解体による処理コスト

図10　照明器具の分解

安定器

ダスト

逆有償物

鉄

珪素鋼板

有価物

手解体

コア

銅線

図11　銅鉄安定器分解物の分別

物件 B
（照明器具 900 台）

物件 A
（照明器具 280 台）

8 m3分→甲社（1140 kg）
8 m3分→乙社（1110 kg）
合計2250 kg

16 m3分→甲社（2010 kg）
16 m3分→乙社（1618 kg）
合計2628 kg

リニューアル
物件

使用済み照明
器具と実験処
理業者への分
配内容

図12　解体方式検討の実験サンプル概要

種類 質量（kg） 構成比（％）

電炉鉄鋼メーカ81.02550鉄

銅・プラ
スチック
混合物

非鉄メーカ3.7115

埋立て15.4485ダスト

電炉鉄鋼メーカ85.72337鉄

銅・プラ
スチック
混合物

非鉄メーカ13.7375

埋立て0.616ダスト

処理方法と特徴

甲社

乙社

最終処理先
分別処理材料

機械解体方式
（大型破砕機ー
   分別処理）
・効率的
（直接投入）
・処理能力大

手解体方式
（手解体ー
   小型破砕機ー
   分別処理）
・コストアップ
（手解体→投入）

表1　機械解体方式と手解体方式の比較
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とリサイクル率の関係を示す。

処理コストはリサイクル率 96.8 ％で 143円であるが，
約 80 ％では半分の 70円となる。すなわち，すべてを手解
体で行ってリサイクル率を高めるのではなく，ある程度手
解体を進めたところで機械処理に移行することでより効率
的かつ効果的なリサイクルが可能と考えられる。
そこで，リサイクル管理会社 2社と協力し，委託中間処
理業者を選定するとともに，手解体に機械処理を加えて素
材別に分別することによって，高いリサイクル率が確保で
きる処理方法を検討する。
また，実際に照明器具リニューアル物件 C（照明器数

474台）でリサイクル処理実証実験を行った結果を表 2に
示す。

この実験では，手解体で部品をばらし，安定器部分は機
械処理する。回収されたマテリアルは国内資源循環を目指
し，照明器具に含まれる鉛やランプに含まれる水銀なども
リサイクルする。照明器具のマテリアルリサイクル 96.3 ％，
サーマルリサイクルを含めると 100 ％を達成している。

4. コ ス ト 比 較
本サービスの導入効果の事例を図 14に示す。物件は 7

階建てのオフィスビル（2000 m2）で，銅鉄安定器式の照
明器具 392台が 10年間使用されている。今回のリニュー
アル内容は，環境配慮型照明器具「Wエコ」1灯用 392台
との入換えである。

また，試算条件を以下に示す。
（1）試算期間：14年間
（2）電気代：16円／ kWh

（3）年間点灯時間：3000時間
（4）消費電力：銅鉄安定器式照明器具 85 W，「Wエコ」

54 W

（5）安定器故障率：JISC8105-1 2005累積故障率曲線から
算出

結果は，現状のまま使い続けるよりも，本サービスを利
用して照明器具リニューアルを行った場合のほうが，そ
の後 14年間のトータルコストは低く抑えられ，くわえて
CO2排出削減が図れる。

5. あ　と　が　き
LEDなどの高効率照明器具の導入による省エネルギー
推進において，利用者の初期投資が不要で照明器具のリ
ニューアルができる明かり機能提供型エコロジーサービス
「あかり Eサポート」を考案した。これは，製品の長期貸
出サービス以外に，契約期間中における製品故障時の追加
費用なしでの修理，CO2削減認証，使用済み照明器具のリ
サイクルなどのサービスを複合化したもので，照明分野で
の省エネルギー推進への大きな貢献が期待できる。
今回の事業構築ノウハウを活かし，ほかの製品にも適用
して循環型ビジネスへの取組みを進める。また，LED製
品等の廃棄物処理におけるリサイクル技術の開発により，
資源循環も進めていく。

本事業の構築と推進にあたり，多大な支援と協力をいた
だいた三井住友ファイナンス&リース株式会社，株式会
社日本スマートエナジー，オリックス環境株式会社，株式
会社リサイクルワンの各社に感謝の意を表します。
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図13　処理コストとリサイクル率の関係

「あかり E サポート」
契約期間 7 年＋ 1 回継続契約 7年
（8 年目に安定器ユニット一斉交換）

買取り
安定器故障時は
都度交換

リニューアル現状継続
そのまま使用継続し
安定器故障時は
都度交換

安定器等
保守費用

電気代

初期投資
コスト

サービス
費用

＋

初期一括投資
なし

電気代削減
CO2 削減

電気代削減
CO2 削減

初期一括
投資なし

契約期間中
修理対応

電気代電気代

安定器等
保守費用

ランプ交換
費用 ランプ交換

費用
ランプ交換
費用

図14　コスト比較

0.2 ％6.0ステンレス6

1.0 ％31.1電池5

18.8 ％737.8安定器3

0.9 ％34.6アルミニウム2

74.4 ％2935.2鉄1

100.0 ％3929.1計

3.7 ％145.3プラスチック，残渣7

1.0 ％39.1被覆線4

構成比質量（㎏）品目

表2　リサイクル処理実証実験結果
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